
資料 ５ 
安全・安心まちづくり 区・警察の事業一覧表 

 事務事業等 関連部署 

街路灯（80Ｗ水銀灯）・防犯灯（20Ｗ蛍光灯）の設置、助成、指導 都市開発部・土木部 
まちづくり協議会で道路・公園等の改善について検討 都市開発部・環促事業団 
「江戸川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」によ

り、風俗営業に係る建築物の建築制限 
都市開発部 

「東京都特別工業地区建築条例」により、キャバレーなど出店の規制 都市開発部 
「東京都建築安全条例」により、共同住宅のエレベーターについて防犯

窓等の設置を指導。 
都市開発部 

区立・私立保育園、私立幼稚園、認定保育室、認定保育所、学童クラブ

への「警察官巡回プレート」の掲出 
子ども家庭部 

区立小中学校・幼稚園、私立保育園、私立幼稚園、児童館への 110 番装

置（警察への緊急通報装置）の設置 
子ども家庭部 
教育委員会 

区立保育園１園、学童ｸﾗﾌﾞ１施設に侵入感知装置の設置（警察にて設置） 子ども家庭部・警察署 
区立保育園、私立保育園・幼稚園等の自動火災放送設備等の目的外利用 子ども家庭部 
道路・親水緑道・公園等、死角のないまち・施設づくりを推進 土木部・環促事業団 
駅前地下駐輪場への防犯カメラの設置 土木部 
街路灯、公園灯の照度不足の点検、照度確保、迅速な対応 土木部・環促事業団 
区民施設等への監視カメラの設置、夜間機械警備、夜間照明の設置 区民施設公社 
区民施設を子ども 110 番（緊急避難場所）との位置付け 区民施設公社 

ハ
ー
ド
対
策 

区民施設にパニックボタン等の導入 区民施設公社 
広報えどがわによる防犯意識の向上 経営企画部・環境防災部 
３警察署生活安全課長との情報交換会の実施 環境防災部 
共同住宅建設事業者に対し、管理組合の設立、自治会・子ども会結成

等、地域コミュニティ形成の努力義務を助言・指導 

都市開発部 

「マンション通信」の発行支援による居住者に対する防犯意識の喚起 都市開発部 
清掃作業にあたり、不法投棄防止パトロール、集積所監視パトロール

を実施し、違法行為防止を図る。 

環境防災部 

民生・児童委員、児童相談所、学校等による連絡協議会の実施 福祉部 
在宅介護支援センターの「目配り訪問」を活用した防犯活動 福祉部 
安心生活応援ネットワークの活用 福祉部 
私立保育園、私立幼稚園の緊急連絡用ネットワークの整備 子ども家庭部 
「少年犯罪・薬物乱用の実態と背景」講演会の開催 健康部 
住まいづくりワークショップを通して、防犯意識を高める啓発 土木部 
学校における交通安全教室の実施 教育委員会 
学警連（中学校・警察との連絡会）の情報交換 教育委員会 
園児・児童・生徒安全研修会の実施 教育委員会 
いじめ、誘拐、虐待から子どもたちを守るための講習会をＰＴＡが行

う場合、講師謝礼の一部を助成 

教育委員会 

ソ
フ
ト
対
策 

施設利用者（小中学生）への公衆マナーの指導 区民施設公社 
ホームページ上に犯罪発生マップを掲載  
第６・７方面区内街頭犯罪検挙・抑止対策本部の設置  
署単位に犯罪抑止対策プロジェクトを設置  
宅配便・郵便局との情報交換協定の締結。新聞配達員等による犯罪抑

止パトロール隊の編成 

 

警
察
の
取
組 

犯罪多発地域に犯罪被害防止を促す新聞折込チラシを配布  
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